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科学研究費助成事業

（担当：研究振興局学術研究推進課）

令和6年度補正予算額（案） 52億円

我が国の研究力が相対的に低下傾向にある中、国際的な研究活動の遅れを早急に取り戻し継続的な成長を実現す
るためには、国際競争力のある研究を加速させることが急務。

若手研究者の応募件数が多い「基盤研究（B・C）」に
おいて「国際性」の評価基準を導入するとともに、 「国際・
若手支援強化枠」を創設することにより、分野にとらわれず
に若手研究者による国際性の高い研究課題を支援する。

期待される成果
○国際的な活躍が期待される若手研究者の研究機会を拡大し、研究の生産性を向上させる。また、分野にとらわれずに

国際競争力の高い研究を採択することで研究の質を向上させる。
○若手研究者への支援を強化することで、我が国のアカデミアを担う優秀な研究者を育成し、将来にわたってイノベーショ

ンの源泉となる多様な研究を強力に後押しするとともに、我が国の研究力の相対的な低下傾向の改善を図る。

【事業スキーム】

「基盤研究（B・C）」の概要
・基盤研究（B）：

研究期間 3～5年間、研究費 500～2,000万円以下
・基盤研究（C）：

研究期間 3～5年間、研究費 500万円以下

現状・課題

事業内容

独立行政法人
日本学術振興会

学術研究
助成基金
補助金

審査・採択・
研究費の交付

国

若手研究者

応募

【科研費の研究種目の構成】

「若手研究」種目群

「学術変革研究」
種目群

特別推進研究

基盤研究(S)

基盤研究(B)
基盤研究(C)

基盤研究(A)

【経済財政運営と改革の基本方針2024（令和６年６月21日閣議決定）】
○科研費の制度改革を始めとする研究資金の不断の見直しと充実を図る。

【統合イノベーション戦略2024（本文）（令和6年6月4日閣議決定）】
○科学研究費助成事業（以下、「科研費」という。）において、国際的にも高い波及効果が見込まれる研究等を高く評価して研究費配分額を増額するなど、研究の国際化をより一層加速させる。
○国立大学法人運営費交付金等の基盤的経費や科研費等の競争的研究費を通じた研究力の一層の強化、科研費における挑戦性・国際性を一層高める制度改革の検討や、創発的研究支

援事業における研究環境改善の好事例の横展開・事業の定常化を推進する。
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科学研究費助成事業（科研費）

（担当：研究振興局学術研究推進課）
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我が国の研究力の相対的な低下傾向が課題となる中、科研費の審査に
「国際性」の評価を導入した上で国際競争力を有する研究や若手研究者
への支援を質的・量的に充実させることにより、我が国の研究力・国際性の
抜本的な向上を図る。

事業概要
○ 人文学・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学
術研究」（研究者の自由な発想に基づく研究）を格段に発展させることを目的とする競争
的研究費

○ 大学等の研究者に対して広く公募の上、複数の研究者（8,000人以上）が応募課題を審
査するピア・レビューにより、厳正に審査を行い、豊かな社会発展の基盤となる独創的・先駆
的な研究に対して研究費を助成

○ 科研費の配分実績（令和6年度）：
応募約9.4万件に対し、新規採択は約2.6万件（継続課題と合わせて年間約8万件の助成）

予算額の推移
［H23］基金化の導入

（基盤研究（C）、若手研究（B）等）

［H27］国際共同研究加速基金の創設
［H30］審査区分の大括り化、

審査方法を刷新
［R03］国際先導研究の創設
［R05］基盤研究（B）の基金化
［R06］国際性の評価の導入

主な制度改善

令和６年度補正予算及び令和7年度予算（案）の骨子

○経済財政運営と改革の基本方針2024 （令和6年6月21日閣議決定）
・研究の質や生産性向上による基礎研究力の抜本的な強化に向け、科学技術政策全般のＥＢＰＭの
強化を図りつつ、大学の教育・研究・ガバナンスの一体改革を推進する。また、運営費交付金や私
学助成等の基盤的経費を十分に確保するとともに、科研費の制度改革を始めとする研究資金の不
断の見直しと充実を図る。

１．学術研究における国際性の強化
－「国際性」評価による重点配分の導入－

２．若手研究者支援の強化
－「国際・若手支援強化枠」の創設－

○ 科研費の中核的な種目であり、毎年約６万件の応募がある「基盤研究
（A・B・C）」において、国際性の評価が高い研究課題に対して応募額を
尊重した研究費の配分を行う。

【～500万円、2～5年】【～300万円、～2年】

国際先導研究
【～5億円、7年（10年まで延長可）】

国際共同研究強化
【～1,200万円、～3年】

帰国発展研究
【～5,000万円、～3年】

特別推進研究

基盤研究(S)
【5,000万円～2億円、5年】

学術変革領域研究(A)
【5,000万円～3億円／年、5年】

【～5,000万円／年、3年】

挑戦的研究(開拓)
【500～2,000万円、3～6年】

挑戦的研究(萌芽)
【～500万円、2～3年】

国際共同研究加速基金

研究活動スタート支援 若手研究

【～5億円、3～5年】

※二重枠線は基金化種目

学術変革領域研究(B)

【～450万円、～3年】

特別研究員奨励費

○ 若手研究者からの応募が多い「基盤研究（B・C）」において、「国際・若手
支援強化枠」を創設し、国際性の高い研究に取り組む若手研究者の研究
機会を拡大する。

基盤研究(A)
【2,000～5,000万円、3～5年】

基盤研究(B)
【500～2,000万円、3～5年】

基盤研究(C)
【～500万円、3～5年】

科研費の制度改革と充実

億円

補正
110

補正
156

年度

(案)

補正
654

補正
52

【令和6年度補正予算】

令和7年度予算額（案） 2,379億円
（前年度予算額 2,377億円）

令和6年度補正予算額 52億円



学術研究の国際性の強化に向けた制度改革

令和７年度新規採択に向けた科研費制度改革のポイント
○ 審査において「国際性」の評価基準を導入 ⇒ 採択課題のみならず応募課題も含めた研究の質の転換・向上
○ 国際性の高い研究課題に対して研究費を重点配分 ⇒ 国際的に波及効果の高い研究の活性化
○ 「国際・若手支援強化枠」を創設し、若手かつ国際性の高い研究課題を追加採択 ⇒ 若手研究者の研究機会の拡大

【科研費の評価基準】
 研究課題の学術的重要性
 研究方法の妥当性
 研究遂行能力及び研究環境の適切性
 研究課題の国際性（新規）※

• 毎年約6万人の研究者が応募する「基盤研究（A・B・C）」の審査に、
「国際性」の評価基準を導入。科研費の審査を通じて我が国としての「国
際性」のあり方を見出し、国際性を意識した質の高い研究を促していく。

※ 「国際性」の評価においては、国際共同研究を行うものだけに限らず、将来的に世界の研究を
けん引する「先導性」、協同を通じて世界の研究の発展に貢献する「協同性」、我が国独自の
研究としての高い価値を創出する「独自性」など、「国際性」として評価できる観点から審査

• 「基盤研究（B・C）」において、若手かつ国際性の評価が高い課題の追加採択枠を設けることで若手研究者が国際性の
高い研究課題に取り組む機会を拡大し、我が国のアカデミアを担う優秀な研究者を育成。

• 将来に向けて我が国の研究力向上につながる研究の芽を育む。

• 「基盤研究（A・B・C）」においては、国際性の評価が高い研究課題に対して研究費を重点的に配分する。
• 国内外の物価高騰の影響により実質的な研究費が目減りする中、国際的に波及効果の高い研究に十分に取り組むことの
できる研究費を確保し、研究の質を向上させる。

「国際性」の評価基準の導入

「国際性」の評価による重点配分

「国際・若手支援強化枠」の創設
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今後の公募スケジュール（予定）

研究種目名 公募開始 公募締切 審査結果通知 交付内定

特別推進研究 令和７年４月11日 令和７年６月17日 令和８年１月上旬 令和８年４月上旬

基盤研究（Ｓ） 令和７年４月11日 令和７年６月17日 令和８年２月中旬 令和８年４月上旬

学術変革領域研究
（Ａ・Ｂ） 令和７年４月11日 令和７年６月17日 令和８年２月中旬 令和８年４月上旬

学術変革領域研究
（Ａ）（公募研究） 令和７年７月14日 令和７年９月17日 令和８年２月中旬 令和８年４月上旬

基盤研究（Ａ・Ｂ・Ｃ）、
若手研究、奨励研究 令和７年７月14日 令和７年９月17日 令和８年２月下旬 令和８年４月上旬

挑戦的研究（開拓・萌芽） 令和７年７月14日 令和７年９月17日 令和８年６月下旬
（令和８年２月下旬（※）） 令和８年６月下旬

研究成果公開促進費 令和７年７月14日 令和７年９月17日 令和８年３月下旬 令和８年４月上旬

＜令和８(2026)年度採択分＞

研究活動スタート支援 令和７年３月１日 令和７年５月８日 令和７年７月下旬 令和７年７月下旬

国際共同
研究加速
基金

国際先導研究 令和７年１月９日 令和７年３月14日 令和７年11月下旬 令和７年11月下旬

国際共同研究強化 令和７年７月14日 令和７年９月17日 令和８年２月下旬 令和８年２月下旬

帰国発展研究 令和７年７月14日 令和７年９月17日 令和８年２月下旬 令和８年２月下旬

海外連携研究 公募停止（令和７年度採択分以降、公募は行いません）

＜令和７(2025)年度採択分＞
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（※）「事前の選考」の審査結果通知の時期。



科研費における研究設備・機器の共用促進について
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これまで科研費制度では、研究費の効率的な使用や設備の共用を促進するために使用ルールや科研費
ハンドブックにおいて、

・共用設備について、科研費の各研究課題の直接経費や他の経費を合算して購入すること

・単独の補助事業で購入した設備等について、当該研究課題の研究遂行に支障を来さない範囲で
他の研究者を含め、他の研究にも使用することができること

などを推奨してきたところです。

令和６年度の予算執行調査の状況（P７参照）を踏まえ、共用の取組をより進めるために、令和７年度
より使用ルールにおいて、科研費を使用して購入した研究設備・機器について共用することを努力義務化す
る予定です。

まずは、共用設備として提供可能な研究設備について、研究機関独自の検索システムや「大学連携研究
設備ネットワーク」など、複数の研究機関が参画する検索システムにご登録いただき、国全体として「研究設
備の見える化」を進めるためにご協力をお願いします。例えば、使用頻度がそれほど高くない研究設備について
は共用を進めることで、「個々の研究者における整備が不要となる」、「維持・管理費の負担が軽減される」な
ど予算の効果的・効率的な執行を図ることも可能となります。

また、科研費により購入した研究設備・機器を共用し、使用料等を徴収して貸し出すことも可能（※）で
すので、研究機関における資産活用の一環として研究設備の共用促進についてご協力をお願います。

（※）使用料等の機関における収入について国庫返納は不要です。



令和６年度予算執行調査の結果を受けた対応について
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○ 財務省による令和６年度予算執行調査では、科研費等により購入された「研究機器の使用実態
等」が調査事案として選定され、研究機器の購入前に利用可能な共用機器がないか確認を徹底さ
せることや、事業によっては研究機器の共用化を採択の加点要素とすることなどが打ち出された。

○ 今後、科研費についても、調査結果を踏まえた対応が求められ得る。

［出典：https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2024/sy0606/12.pdf］

令和６年８月30日（金）
科学技術・学術審議会学術分科会研究

費部会（第12期第９回）資料７



使用ルール改訂による研究設備・機器の共用の促進について（案）
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○ 共用が進まない背景にはやむを得ない要因があるものの、限られた研究費の有効活用を図る観点も重
要であるため、補助事業の遂行に支障のない範囲内で共用を促進することが必要ではないか。

○ 科研費の使用ルール（研究者・研究機関）において、科研費により購入した研究設備・機器の共用に
努めるべき旨を定めることで、研究設備・機器の共用を促すとともに、研究費の有効活用を図ってはどうか。

○研究者使用ルールの追加項目（案）

【研究設備・機器の共用】
研究代表者及び研究分担者は、直接経費により購入して研究

機関に寄付した研究設備・機器のうち、次に掲げる条件の全てを満
たすものについては、所属する研究機関が「研究設備・機器の共用
推進に向けたガイドライン」（令和４年３月大学等における研究設
備・機器の共用化のためのガイドライン等の策定に関する検討会）
に基づいて構築する共用システムを通じて、所属する研究機関の内
外への共用に努めなければならない。

・取得価額が○万円以上であること。【P】
・他の研究でも利用できるような汎用性を有すること。
・当該研究設備・機器が設置された研究機関の建屋内において、
同種の研究設備・機器が共用に供されていないこと。

・当該研究設備・機器の利用に当たって専門的な知見や習熟を必
要とする場合には、研究代表者又は研究分担者以外に利用者に
よる利用をサポートできる者が存在すること。

・当該研究設備・機器を共用に供することで、補助事業の遂行に
支障をきたすおそれがないこと。

○機関使用ルールの追加項目（案）

【研究設備・機器の共用】
研究代表者又は研究分担者から寄付を受けた研究設備・機器

のうち、次に掲げる条件の全てを満たすものについては、 「研究設
備・機器の共用推進に向けたガイドライン」（令和４年３月大学
等における研究設備・機器の共用化のためのガイドライン等の策定
に関する検討会）に基づいて共用システムを適切に構築することを
通じて、当該研究設備・機器の共用の促進に努めなければならな
い。その際、同ガイドラインp26に定める「研究設備・機器の見える
化」については、当該研究設備・機器を研究機関独自の検索シス
テム又は複数の研究機関が参画する検索システムに登録することに
より、研究機関内外に対して可視化することに努めなければならない。

・取得価額が○万円以上であること。【P】
・他の研究でも利用できるような汎用性を有すること。
・当該研究設備・機器が設置された研究機関の建屋内において、
同種の研究設備・機器が共用に供されていないこと。

・当該研究設備・機器の利用に当たって専門的な知見や習熟を必
要とする場合には、研究代表者又は研究分担者以外に利用者に
よる利用をサポートできる者が存在すること。

・当該研究設備・機器を共用に供することで、補助事業の遂行に
支障をきたすおそれがないこと。

令和６年12月24日（火）科学技
術・学術審議会学術分科会研究費
部会（第12期第11回）資料３

（抜粋）



（参考）共用設備・機器の検索システムの例
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（参考）研究設備・機器の共用促進に向けたガイドライン
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